
※住居確保給付金計算シート

単位：万円
３級地 収入額 基準額 家賃 収入基準額 資産基準額

1 人世帯 28.0 * 1 + 0 = 28 ≧ 収入額－65 93.0 ×1/12 7.8 + 3.18 ＝ 10.98 46.8

2 人世帯 28.0 * 2 + 16.8 = 72.8 ≧ 収入額－65 137.8 ×1/12 11.5 + 3.80 ＝ 15.30 69

3 人世帯 28.0 * 3 + 16.8 = 100.8 ≧ 収入額ー（収入額×40％） 168.0 ×1/12 14.0 + 4.00 ＝ 18.00 84

4 人世帯 28.0 * 4 + 16.8 = 128.8 ≧ 収入額ー（収入額×３０％＋１８） 209.7 ×1/12 17.5 + 4.00 ＝ 21.50 100

5 人世帯 28.0 * 5 + 16.8 = 156.8 ≧ 収入額ー（収入額×３０％＋１８） 249.7 ×1/12 20.9 + 4.00 ＝ 24.90 100

6 人世帯 28.0 * 6 + 16.8 = 184.8 ≧ 収入額ー（収入額×３０％＋１８） 289.7 ×1/12 24.2 + 4.00 ＝ 28.20 100

7 人世帯 28.0 * 7 + 16.8 = 212.8 ≧ 収入額ー（収入額×３０％＋１８） 329.7 ×1/12 27.5 + 4.00 ＝ 31.50 100

8 人世帯 28.0 * 8 + 16.8 = 240.8 ≧ 収入額ー（収入額×２０％＋５４） 368.5 ×1/12 30.8 + 4.00 ＝ 34.80 100

9 人世帯 28.0 * 9 + 16.8 = 268.8 ≧ 収入額ー（収入額×２０％＋５４） 403.5 ×1/12 33.7 + 4.00 ＝ 37.70 100

10 人世帯 28.0 * 10 + 16.8 = 296.8 ≧ 収入額ー（収入額×２０％＋５４） 438.5 ×1/12 36.6 + 4.00 ＝ 40.60 100
※千円未満を切り捨て ※千円未満を切り上げ

家賃上限

人 ¥31,800

① ＜ ⇒収入要件に該当

② ＜ ⇒資産要件に該当

①、②いずれにも該当のため、支給対象。

A ＜ 家賃全額(上限）を支給⇒

家賃額 計算による支給額

B ＜ 家賃額の一部を支給⇒ -（ - )＝

≪参考≫
市町村民税均等割
非課税限度額

（自治体により異なる）

家賃

世帯人数 1 ¥40,000

単身者で月の収入が50,000円、預貯金10,000円、家賃40,000円の場合

月の世帯の収入 収入基準額

¥50,000 ¥109,800

世帯の資産額 資産基準額

¥10,000 ¥468,000

月の世帯の収入 基準額 支給額

収入が基準額以下の場合はAを採用、収入が基準額を超える場合はBを採用

¥50,000 ¥78,000

月の世帯の収入 収入基準額 （月の世帯の収入-基準額）

¥31,800


